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◆◇助成金の目的◇◆  

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリア
アップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。「障害者正社員化コース」は正社員以
外で雇用されている障害者従業員を、正社員又は期間の定めのない雇用に転換（又は採用）することによって、不安定雇用を解消する
ことを目的しています。令和4年10月1日以降、支給要件が厳格になりました。 

 

キャリアアップ助成金 障害者正社員化コースは、障害者の雇用定着のため、令和３年度に「障害者雇用安定助成金
（障害者職場定着支援コース）」を移管して作られました。そのため、今までの「職場定着支援計画」がキャリアアップ助成金
と同じ「キャリアアップ計画」に一本化されています。令和４年度の障害者以外のキャリアアップ助成金正社員化コースは、無期
転換が廃止になりましたが、障害者正社員化コースは無期転換が残り、使いやすくなっています。 

◆◇令和４年度改正点◇◆   

①令和４年 10 月 1 日以降に正社員転換等を行う場合は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限ることとさ
れました。よって、賞与も退職金も支給していない会社は対象外になります。 

②令和４年 10 月１日以降に転換等する場合は、転換後に試用期間が設けられている場合、正社員待遇の適用の有無に関わらず、
正規雇用労働者に転換等したものとは見なされません。就業規則に「正社員採用後試用期間を3か月設ける」等の規定がある場合は
助成金の対象外になる可能性があります。 

③令和４年10月１日以降、転換対象となる有期雇用労働者等については、賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇
用区分の就業規則等」の適用を６か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者に変更になります。例えば契約社員と正
規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い、賞与、諸手当の違い)などが適用される必要があります。 

④令和４年 10 月１日以降適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無
期雇用労働者としてとりあつかわれます。 

 ◆◇受給のポイント◇◆   

①対象となる障害者は、転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であることが必要です。 

（１）身体障害者 （２）知的障害者 （３）精神障害者 （４）発達障害者 （５）難病患者（６）脳の機能的損傷に基づく
精神障害である高次脳機能障害であると診断された者 

②原則 6 か月以上勤務している有期契約社員又は派遣社員（派遣先として受け入れている者）を正社員登用又は無期雇用労働者
に転換後に、6か月間雇用が定着した後に支給申請することができます。 

③転換の際には試験（面接試験又は筆記試験、両方の併用等）等で選考する必要があり、その転換に関する規程を就業規則等で定
める必要があります。 

 

キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース 

～障害者の雇用定着のために～ 



④あらかじめ、正社員で求人した者、正社員転換が予定されている者は対象外です。 

⑤支給申請は正社員転換後（又は無期雇用転換後）から 6 か月間に係る給与が支給されてから 2 か月以内に申請することになります。
支給申請日までに退職している者は対象外ですが、本人の自己都合又は懲戒解雇等で退職している場合は支給申請できます。 

⑥転換後の給与を増額させる要件はありません。ただし、転換後に給与を減額させている場合は対象外となります。 

⑦当該転換日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険 

被保険者を解雇等事業主の都合（退職勧奨を含む）により離職させた事業主は対象になりません。 

⑧有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去３年以内 

に当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用された 

ことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者または取締役等役員であったものは対象外となります。契約社員として雇用する前に  
フリーランス（請負等）で働いていた人を対象にすることはできません。 

⑨特定求職者雇用開発助成金等他の常用雇用を目的とする助成金の対象になった者については、キャリアアップ助成金の対象とすること 
はできますが、支給申請区分として無期→正規の区分となります。 

⑩障害者トライアル雇用助成金の対象者であっても、転換時点で有期契約の者については有期→正規の区分で併給ができます。 

⑪社会保険加入の条件を満たす場合は転換後、社会保険加入してなければ対象者にはできません。 

⑫全てのキャリアアップ助成金に共通しますが、事前に「キャリアアップ計画」を作成して労働局に届け出る必要があります。 

障害者を雇用する場合の就職経路は問わないので（紹介要件がない）、有期契約社員期間で見極めを行い、 

正社員登用を図るという面では使いやすい助成金といえます。     ※助成額については別途リーフレットをご確認ください。 

 あとがき 

◆◇就業規則参考例◇◆ 
正社員登用規定 
第00条（正社員、無期契約雇用社員登用） 
勤続6か月以上の非正規社員の者（有期契約雇用社員及び無期契約雇用社員等）又は有期実習型訓練修了者で本人の希望する 
者、派遣社員等は、社員就業規則第00条の規定に基づき正規雇用、無期契約雇用に転換させる又は採用することがある。 
２ 転換時期は毎月1日又は随時とする。 
３ 代表又は取締役、管理職等の推薦がある者に対し、面接試験を実施し、合格した場合について転換することとする。 
令和4年10月1日以降転換にかかる就業規則参考条文 
（昇給規定） 
（例）昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他

やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。 
（例）毎年１回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。 
（賞与規定） 
（例）賞与は原則として毎年 6月と 12月の給与支給日に在籍したものに支給する。支給額は人事評価および会社の業績に基づき個別

に決定する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は支給時期を延期又は支給しないことがある。 
（契約社員と異なる区分を表す例） 
（例）契約社員はその契約期間内は昇給を行わない。 
（例）契約社員には賞与を支給しない。 
（例）契約社員の通勤手当は月額1万円を上限とする。正社員については上限を設けない。 
（契約社員の契約期間についての記載例） 
（例）有期契約労働者の雇用期間は 1 回の契約期間につき 3 年以下とする。個々の労働者の雇用契約期間は労働条件通知書等で 

別途定める。 

 


